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四
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１

二

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
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五
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２
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特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
商
標
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
）

（
商
標
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

商
標
権
の
効
力
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の

（
新
設
）

行
為
が
不
正
競
争
の
目
的
で
さ
れ
な
い
場
合
に
限
る
。

一

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護

法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
品
又
は
商
品
の
包
装
に

特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
理
的
表
示

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
地
理
的
表
示
」
と
い
う
。
）
を
付
す
る
行
為

二

特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
品
又

は
商
品
の
包
装
に
地
理
的
表
示
を
付
し
た
も
の
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲

渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

三

特
定
農
林
水
産
物
等
名
称
保
護
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
品
に

関
す
る
送
り
状
に
地
理
的
表
示
を
付
し
て
展
示
す
る
行
為
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○

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
九

別
表
第
一

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
九

条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―
第
十

条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―
第
十

九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の
五
関

九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の
五
関

係
）

係
）

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、
認
可

課
税
標
準

税
率

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、
認
可

課
税
標
準

税
率

、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の
事
項

、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の
事
項

一
～
八
十
七

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
八
十
七

（
略
）

（
略
）

（
略
）

八
十
七
の
二

登
録
生
産
者
団
体
の
登
録
又
は
変
更
の
登
録

（
新
設
）

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関

登
録
件
数

一
件
に
つ
き

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

九
万
円

号
）
第
六
条
（
特
定
農
林
水
産
物
等
の

登
録
）
の
登
録
生
産
者
団
体
の
登
録
又
は

同
法
第
十
五
条
第
一
項
（
生
産
者
団
体
を

追
加
す
る
変
更
の
登
録
）
の
変
更
の
登
録

八
十
八
～
百
六
十

（
略
）

（
略
）

（
略
）

八
十
八
～
百
六
十

（
略
）

（
略
）

（
略
）


